
     最初にチェック!

島根労働局職業安定部

事業主
チェック

安定所
チェック

提出書類 備考

1
（様式第ａ－１号）「人材確保等支援助成金（外国人労働者就
労環境整備助成コース）就労環境整備計画（変更）書」

2
（様式第ａ－１号別紙１）導入する「雇用労務責任者の選任」
及び「就業規則等の社内規定の多言語化」の概要票

導入する就労環境整備措置に応じた概要票

3
（様式第ａ－１号別紙２）導入する「苦情・相談体制の整
備」、「一時帰国のための休暇制度」及び「社内マニュアル・
標識類等の多言語化」の概要票

導入する就労環境整備措置に応じた概要票

4 （様式第ａ－1号別紙３）事業所における外国人労働者名簿

5 （様式第ａ－2号）事業所確認票

6
（様式第ａ－１号別紙４）人材確保等支援助成金（外国人労働
者就労環境整備助成コース）「見積額」算定書

7
導入する就労環境整備措置に係る外部の機関または専門家等が
作成した見積書（写）（2社分）

見積書の提出が1社となる場合は、提出が困難な理由を記
載した任意の申立書を添付してください。
見積書は就労環境整備措置の導入・実施に要する費用の合
計額の他、内訳が明確に記載されているもの。

8 価格表、カタログ等
外部の機関または専門家等が作成した見積書が適正である
ことを証明する書類

9 多言語化する全ての就業規則（写）等の社内規程

就業規則等の社内規定には、就業規則の他、労働協約、外
国人労働者に適用される労使協定、寄宿舎規則、労働条件
通知書及び雇用契約書を含みます。
労働条件通知書（写）または雇用契約書（写）は対象とな
る外国人労働者のうちいずれか1人分を提出してくださ
い。

10
就労環境整備措置を新たに導入するにあたり変更する予定の労
働協約又は就業規則の案

導入する就労環境整備措置が「苦情・相談体制の整備」ま
たは「一時帰国のための休暇制度」の場合に限ります。

11 多言語化する予定の社内マニュアル・標識類等

導入する就労環境整備措置が「社内マニュアル・標識類等
の多言語化」の場合に限ります。また、事業所内の標識類
を多言語化する場合は掲示等されている実物を撮影した写
真を提出してください。
就労環境整備計画期間内に社内マニュアル・標識類等を新
たに作成する場合は、外部の機関または専門家に見積書の
作成を依頼する際に提示した仕様書（完成予定品が確認で
きるもの）を提出してください。

12 離職証明書（写）等
事業主の全ての事業所における計画時離職率算定期間の雇
用保険一般被保険者である日本人労働者の離職理由がわか
る書類

13 社会保険料納入証明書（写）、社会保険料納入確認書（写）等
事業所が社会保険の適用事業所であることが分かる書類
（社会保険の要件を満たす場合に限る）

14 賃金台帳（写）など社会保険の控除が分かる書類
事業所の労働者が社会保険の被保険者であることが分かる
書類（社会保険の要件を満たす場合に限る）
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人材確保等支援助成金（外国人労働者就労環境整備助成コース） 提出書類チェックリスト

【事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

必須書類

※上記の他、労働局長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。

提出期限

(   月 日)
就労環境整備計画開始日からさかのぼって６か月前から１か月前の日の前日まで。


